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ないが、事案の内容に応じて公表することが
「望ましい措置」であるとされています。ただ
し、二次被害の防止の観点や、公表すること
でかえって被害拡大につながる可能性がある
場合には、公表しないことも考えられます。

 （ 3 ）個人関連情報の第三者提供の制限等
　　「個人関連情報」の意義（QA 8 －1,2）、個人

関連情報に関する規制の適用の有無（QA 8
－ 3 ～ 10）、 本 人 の 同 意 等 の 確 認 方 法 等

（QA 8 －11 ～ 13）に関するQ＆Aが追加され
ています。

　　個人関連情報の第三者提供規制に関して
は、①あくまで個人関連情報の第三者提供規
制は全ての場合に適用されるものではなく、
提供先の第三者が個人関連情報を「個人デー
タとして取得することが想定される」場合に
限り適用されること（QA 8 － 3 ）、また、規
制の適用がある場合において②個人データの
第三者提供における例外（委託、事業の承継
及び共同利用）に相当する規定はないこと

（QA 8 － 8 ）に注意が必要です。
 （ 4 ）仮名加工情報
　　「仮名加工情報」の意義（QA14－1,2）、仮名

加工情報の加工方法（QA14－ 3 ～ 9 ）、削除
情報の安全管理措置（QA14－10 ～ 13）、利用
目的の制限と公表（QA14－14 ～ 16）、第三者
提供の禁止（QA14－17,18）、本人への連絡の
禁止（QA14－19,20）、識別行為の禁止（QA14
－21）に関するQ&Aが追加されています。

　　仮名加工情報について、その取扱いに係る
規律の適用は、仮名加工情報として取り扱わ
れるものとして作成する意図を有する場合に
限られます。安全管理措置の一環としてマス
キング等によって仮名化した場合等、引き続
き個人情報の取扱いに係る規律が適用される
ものとして取り扱う意図で加工された場合
は、たとえ客観的に仮名加工情報の加工基準
に沿った加工であったとしても、仮名加工
情報の取扱いに係る規律は適用されません。

（QA14－ 4 ）。

1 　困ったときのガイドライン・Q＆A
　　個人情報保護委員会は、個人情報保護法の

解釈や具体的な運用に関するガイドラインと
Q＆Aをホームページ上で公表しています。
個人情報の取り扱いに当たって疑問点・不明
点が生じた場合には、まずガイドラインやQ
＆Aをご確認いただくのが良いでしょう。

　　そして、令和 2 年個人情報保護法改正に
伴って、ガイドラインとQ＆Aの改訂版が公
表されています。本稿では、更新・追加がな
されたQ＆Aの内容について概観します。

2 　Q＆A改訂内容の見取り図
 （ 1 ）概要
　　Q＆Aにおいて追加された項目は、基本的

に令和 2 年改正法の内容に連動しますが、改
正法と直接の関係がない項目（利用目的の充
実（QA 2 － 1 ）や委託の考え方（QA 7 －36
～ 43））にも更新・追加がなされている点に
注意が必要です。

　　改正法に関する追加項目が多かった主な項
目は次のとおりです。

①個人データの漏えい等の報告等－30問
②個人関連情報の第三者提供の制限等－13問
③仮名加工情報－21問

 （ 2 ）個人データの漏えい等の報告等
　　Q＆Aでは、「漏えい等」の意義（QA 6 －

1,2）、漏えいが生じた場合に講じた措置の内
容（QA 6 － 3 ～ 5 ）、報告の対象となる「漏
えい等」はどのような場合か（QA 6 － 6 ～
17）、委託等の場合における報告義務を負う
主体の問題（QA 6 －18 ～ 20）、速報の具体
的な解説（QA 6 －21 ～ 25）、本人への通知

（QA 6 －26 ～ 30）に関するQ&Aが追加され
ています。

　　なお、公表の要否に関する項目もあり
（QA 6 －30）、本人への通知の代替措置とし
て公表を行う場合を除き公表は義務付けられ
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